
 

 

 

 

対象者 

配布場所 

サポート 

利用の流れ 

障害福祉課又は市の委託を受けた相談支援事業所 

障害福祉課又は市の委託を受けた相談支援事業所がサポートノート

の記入をサポートします。 

①障害福祉課又は市の委託を受けた相談支援事業所に申込みをして

いただき、サポートノートの冊子をお渡しします。 

②支援者と相談しながら、冊子を親なき後に向けた準備にご活用く

ださい。 

③記入した冊子は、お手元で保管いただき、継続的にご活用くださ

い。 

障害のある方の親なき後に備える 

『親なき後サポートノート』 
を作りませんか 

障害のある方が、親元を離れてからも安心して暮らしていくために利用で

きるサービスや制度についてご紹介するとともに、その利用に向けて考え

ていくべきこと等について記入いただけるものとなっています。 

『親なき後サポートノート』は、障害のある方の

親なき後に備える準備のために活用いただくツー

ルです。 

55～69 歳の中度・重度障害者及び 50～54 歳の重度障害者の方 

※上記に該当しない方も、障害福祉サービスを利用している方で希望があれば利用可能。 

【お問合せ】 

寝屋川市 障害福祉課 
寝屋川市池田西町 28-22 

受付時間:9:00～17:30 

TEL：072-838-0382 

FAX：072-812-2118 

MAIL：syougai@city.neyagawa.osaka.jp 

ＨＰはこちらから 


